
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳児家庭見守り支援事業は、一人目のお子さんを養育されている家庭に、 

支援員が訪問し、子育てに関する相談、情報提供、身体計測等を行います。 

 

対象  １人目 のお子さんを養育されている家庭 

    （または、2人目以降でもごきょうだいが保育施設に所属していない家庭等） 

期間  ３か月児健康診査終了後～１歳６か月児健康診査日まで 

回数  １歳まで…月１回 

１歳～期間終了日まで…３か月に１回程度   

内容   🌼育児に関するご相談 

    🌼子育てに関する施設・イベント等のご案内 

🌼お子さんの身長・体重測定 

利用料  無料 

申し込み 申請書（別紙）に記入のうえ、 

３か月児健康診査時 もしくは区役所３階３４番（子育て教育）

までお申し込みください。 

 

 

 

●お問い合わせ●  城東区保健福祉センター 保健福祉課（子育て支援室）  

城東区中央３－５－４５  電話：０６－６９３０－９１３３ 

 

詳しくはこちら♪ 

初めての子育てに

よりそいます♪ 



訪問の日程は希望できますか？ 

 

保育施設等に入所されましたら、保育施設等にて 

相談できますので、事業の利用は終了になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   

※当日の午前８時の時点で、「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」及び「特別警報」等の気象警報が出ている場合は、午前の訪問支援を中止し、

正午の時点で警報が出ている場合は、午後の訪問支援を中止させていただきます。また支援員の安全の為、天候等の事情により訪問を中止さ

せていただく場合があります。 

 

訪問時に準備するものはありますか？ 

 

 

訪問可能な時間は？ 所要時間は？ 

 

母子手帳とフェイスタオル（計測用） 

をご用意ください。 

 

 

訪問支援員はどの様な人ですか？ 

 
保育士の資格を持っています。 

 

 

支援員がお電話で日程の調整をします。 

なるべくご希望の日程を調整させていただきます。 

   

 

途中で保育所に行くことになりました。利用できますか？       

 

  

発育や発達、離乳食、生活リズム、 

子どもと一緒に遊べる施設等相談できます。 

子どもの世話や家事援助は対象外になりま

す。 

 

 

 

保健師や区の発達相談で経過を見てもらっていますが利用できますか？ 

 

 

令和 5年９月 

月曜日から金曜日（祝日除く）の 

１０時から１６時までになっています。 

１回３０分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師の訪問や発達相談に来所される月は、保健師の相談・支援を

優先してください。訪問は翌月等に調整させていただきます。 

 

どの様なことが相談できますか？ 

 

 

 


